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①

上場有価証券の評価損

Q:上場有価証券については、特定の事実

に該当すれば、評価損を計上することができ

るそうですが、どのようなときに認められる

のでしょうか。

A:事業年度終了の時における価額が、そ

の時の帳簿価額のおおむね50％相当額を下

回り、かつ、近い将来その価額の回復が見込

まれないときです。

【解説】

有価証券の評価損が認められるケースとし

て、上場有価証券で企業支配株式以外のもの

については、その価額が著しく低下した場合

とされています。

著しく低下した場合とは、その有価証券の

その事業年度終了の時における価額がその時

の帳簿価額のおおむね50％相当額を下回る

こととなり、かつ、近い将来その価額の回復

が見込まれない場合です。

上場有価証券の場合は相場表が公表されて

いますので、事業年度終了の時における価額

を知ることは容易で、帳簿価額のおおむね

50％相当額を下回るかどうかの判断もさし

て困難なことではありません。

しかし、注意しなければならないのは、お

おむね50％程度の低下があっただけでは評

価損の計上は認められず、近い将来価額の回

復が見込まれないことも条件の1つになって

いることです。

なお、評価損を計上する際の判定の単位は、

銘柄ごとに行います。


